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やすらぎ　誰もが安心して健やかに暮らせるまちづくり

◎　重点プロジェクトと施策との関係

　次のページより掲載している各施策において、重点プロジェクトと特に関連の強い「施策での取
組」（◎）には、次のようにアイコンを付けています。

重点プロジェクト
（特に関連の強い取組=◎、関連のある取組=○）

施策での取組 プラチナ
世代支援

子育て
世代支援

移住定住
支援

雇用
マッチング
支援

2-1　健康・医療
１　生涯を健やかに暮らす健康づくり・保健活動 ○ ○ ○
２　地域医療体制の確保 ○ ○ ○
３　国民健康保険の適正な運営 ○ ○

2-2　プラチナ世代支援
１　介護予防・認知症対策の推進 ◎ ◎
２　暮らしの安心・地域包括ケアシステムの機能強化 ◎ ◎
３　プラチナ世代の生きがいづくり ◎ ○ ○ ◎

2-3　障がい福祉
１　誰もが自立して生活する場・社会参加の促進 ○ ○ ○ ◎
２　障がいへの理解・権利擁護の促進 ○ ○ ○

2-4　人権・男女共同参画・地域共生社会
１　人権意識の向上 ○ ○ ○
２　男女共同参画社会の実現 ○ ○ ○ ○
３　地域共生社会の実現 ○ ○ ○ ○

2-5　防犯・防災・交通安全
１　安心安全な地域づくりの推進 ○ ◎ ○
２　地域防災力の強化 ○ ◎ ○
３　交通安全対策の推進 ◎ ◎ ○

2-6　協働
１　コミュニティ活動の推進 ○ ○ ○
２　多世代共創の推進 ○ ○ ○

将来像実現のための４つの重点プロジェクト

プラチナ 　プラチナ世代支援：いきいき“プラチナライフ”プロジェクト

子育て 　子 育 て 世 代 支 援：すくすく“きやまっ子”プロジェクト

移住 　移 住 定 住 支 援：わくわく“きやま暮らし”プロジェクト

雇用 　雇用マッチング支援：ぴったり“おしごと”プロジェクト
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施策での取組

１ 生涯を健やかに暮らす健康づくり・保健活動　

●　�町民の心身の健康づくりにより、「健康寿命のまち」をめざします。
●　�町の健康課題である糖尿病、腎臓疾患、認知症及びフレイルの予防を推進します。
●　�各種健（検）診受診の促進と保健指導により、疾病の早期発見・早期治療につなげます。
●　�状況の変化に対応した、感染症リスク対策に努めます。
●　�健やかで豊かな食生活を実践するため、食育に関する取組を推進します。

２ 地域医療体制の確保　

●　�地域間の連携を図り、救急医療体制を確保します。
●　�休日診療や予防接種を実施する医療機関の情報をわかりやすく提供します。

３ 国民健康保険の適正な運営　

●　�国民健康保険税の県統一化に向け、段階的に税率改正を行います。
●　�国民健康保険税の負担軽減について検討します。
●　�国民健康保険業務の広域化などによる適正な運営に努めます。
●　�保健事業などにおいて、国民健康保険と各被用者保険及び後期高齢者医療制度の一体的な
取組について検討します。

１　��生涯を通じて安心して健やかに暮らせるように、心と
身体の健康づくりを推進します。

２　��必要なときに安心して医療が受けられるために、地域
医療体制の確保を推進します。

３　��あらゆる世代が安心して健やかに暮らすことができる
ように、国民健康保険制度の適正な運営を推進します。

2-1　健康・医療
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みんなで取り組みましょう

●　�健康に関心を持ち、健（検）診を受け、生活習慣を見直しましょう。
●　�様々な疾病・感染症に対して正しい知識を持ち、適切な対応をとりましょう。
●　�かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ちましょう。

関連する個別計画

●　�基山町健康増進計画
●　�基山町食育推進基本計画
●　�基山町保健事業実施計画（データヘルス計画）
●　�基山町特定健康診査等実施計画
●　�基山町新型インフルエンザ等対策行動計画
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施策での取組

１ 介護予防・認知症対策の推進　 プラチナ  移住

●　�住み慣れた地域で自立した暮らしを継続できるように、介護予防に関する取組を推進します。
●　�認知症の症状に応じた適切な医療や介護などの支援を提供していきます。
●　�認知症についての理解を深め、認知症の人やその家族を支えていくために、認知症サポー
ターの養成に努めます。

２ 暮らしの安心・地域包括ケアシステムの機能強化　 プラチナ  移住

●　�プラチナ世代の孤独や孤立を解消し、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、生
活支援コーディネーターを中心とした個別訪問や地域の見守り、デジタル技術の活用など
による生活支援体制の充実に努めます。

●　�プラチナ世代の「住まい」「予防」「生活支援」「介護」「医療」に関するサービスが一体的
に提供される地域包括ケアシステムの機能強化に努めます。

●　�医療と介護が必要なプラチナ世代が住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、
関係機関による医療と介護の連携を推進します。

●　�緊急事態へ迅速に対応するため、緊急通報システム利用者の拡大に努めます。

１　�プラチナ世代とその家族が住み慣れた地域で自立
した生活を送るための支援や介護予防・健康づく
りを推進します。

２　��支え合いの輪を広げ、支援の必要な人が暮らしや
すい地域づくりを推進します。

３　��プラチナ世代の地域活動への参画や雇用機会の創
出を推進します。

2-2　プラチナ世代支援
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３ プラチナ世代の生きがいづくり　 プラチナ  雇用

●　�プラチナ世代を中心とした多世代共創によるまちづくりを推進します。
●　�プラチナ世代の地域活動への取組を支援します。
●　�プラチナ世代の生きがいづくりのための社会活動への参画や就労の支援を行います。
●　�プラチナ世代を中心とした地域活動団体を支援し、活動参加者数の増加を図ります。

みんなで取り組みましょう

●　�自身の健康・体力を維持し、介護予防、認知症予防に取り組みましょう。
●　�認知症サポーター養成講座を受講するなど、認知症に関する正しい知識を身につけましょう。
●　�地域の見守りや声かけ活動に参加しましょう。
●　�悩みや生活での困りごとがあれば、身近な方や行政機関に相談しましょう。
●　�プラチナ世代の豊かな経験、技術を地域での活動や雇用の場で生かしましょう。

関連する個別計画

●　�基山町地域福祉計画
●　�基山町老人福祉計画（高齢者福祉計画）
●　�基山町健康増進計画
●　�鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険事業計画

。
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施策での取組

１ 誰もが自立して生活する場・社会参加の促進　 雇用

●　�鳥栖・三養基地区総合相談支援センターと連携した相談支援と情報提供に努めます。
●　�障がいのある人が自分の能力を生かして働き、安定した職業生活を送るための就労移行支
援に努めます。

●　�施設入所者の地域生活への移行支援に努めます。
●　�障害福祉サービス制度の周知と相談体制の充実を図ります。
●　�アクセシビリティに配慮した公共施設の整備に努めます。

２ 障がいへの理解・権利擁護の促進

●　�障がいを理由に偏見や差別を受けることのないよう、障がいへの正しい理解と知識の普及
に努めます。

●　�障がいのある人への虐待防止と虐待の早期発見に取り組みます。
●　�親なき後問題に対応するため、成年後見制度などの周知及び利用促進に努めます。
●　�支え合いの輪を広げ、支援の必要な人が暮らしやすい地域づくりに努めます。

１　��障がいのある人が住み慣れた地域で安心して住み
続けられ、また、自立をめざせるように、支援体
制の充実と社会環境の整備を推進します。

２　��障がいの有無に関わらず、誰もが互いの人格や個性
を尊重し、暮らしやすい社会づくりを推進します。

2-3　障がい福祉
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みんなで取り組みましょう

●　�障がいについて学び、正しい理解に努めましょう。
●　�障がいの有無に関わらず、地域で活躍できるように、社会参加を後押ししましょう。
●　�ボランティア活動や地域コミュニティを通して交流しましょう。

関連する個別計画

●　�基山町障がい者基本計画
●　�基山町障がい福祉計画
●　基山町障がい児福祉計画�
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施策での取組

１ 人権意識の向上

●　�人権啓発を目的とした講座や講演などの学習機会を提供するとともに、人権意識の向上に
努めます。

●　�DVやハラスメント、プライバシー侵害などの防止策に取り組み、人権を守る環境づくり
に努めます。

●　�女性、子ども、高齢者、障がいのある人、外国人、LGBTQ＋に関することなど様々な人
権課題についての啓発に努めます。

●　�人権擁護委員による人権相談を定期的に実施し、人権侵害の未然防止や早期発見・早期対
応を図ります。

２ 男女共同参画社会の実現

●　�男女共同参画に関する情報発信・啓発に関する取組を強化します。
●　�仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進のための啓発を行います。
●　�女性登用の推進や地域における女性の積極的な参画を促進します。

３ 地域共生社会の実現

●　�年齢や国籍、障がいの有無、社会的背景に関わらず、誰もが安心して生活できる地域づく
りに取り組みます。

●　�多文化共生の理解を深めるとともに、外国人の生活にも対応した環境整備に努めます。

１　��多様性や人権を尊重する社会づくりを推進します。
２　��男女共同参画社会（広くは、ジェンダー平等社会）
の実現に向けて、仕事と生活の調和や女性の社会参
画を推進します。

３　��誰もが地域で支え合い、安心して暮らし続けられる
地域共生社会を推進します。

2-4　人権・男女共同参画・地域共生社会
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みんなで取り組みましょう

●　�研修会などに積極的に参加し、人権に対する正しい知識を身につけましょう。
●　�人権侵害を受けた場合は相談窓口に相談しましょう。
●　�配偶者からの暴力を受けている人を発見したときは、警察や配偶者暴力相談支援センター
などに通報や相談するように呼びかけましょう。

●　�男女がともに家庭の役割を分担できるように職場や家庭において配慮しましょう。
●　�地域において外国人が参加できる交流機会を作りましょう。

関連する個別計画

●　�基山町こども計画
●　�基山町自殺対策計画
●　�基山町男女共同参画推進プラン

2-4　人権・男女共同参画・地域共生社会 47



施策での取組

１ 安心安全な地域づくりの推進　 子育て

●　�地域全体の防犯意識を高めることで、犯罪の起きないまちづくりをめざします。
●　�特殊詐欺や凶悪犯罪などに関して情報発信するとともに、出前講座や防犯教室の開催によ
り、新しい犯罪に対する知識や対策の周知に努めます。

●　�地域住民によるパトロールや通学時の見守り活動により犯罪防止に努めるほか、町全域で
の「ながらパトロール」を推進します。

●　�防犯灯及び防犯カメラを計画的に設置し、警察や地域防犯団体などとの情報共有や連携強
化を図ります。

●　�複雑多様化する消費者トラブルに対応するため、身近に相談できる消費生活相談窓口を設
置し、早期解決や不安解消を図ります。

２ 地域防災力の強化　 子育て

●　�児童生徒を対象とした防災講座や地域の自主防災組織の活性化に向けたリーダー研修会な
どを開催し、町全体の防災意識を高めます。

●　�消防団の組織再編を行い、時代に即した体制を構築します。また、広報などによる消防団活
動の周知に加え、消防団員勧誘員による新規団員の勧誘を行い消防団員の確保に努めます。

●　�激甚化する豪雨や地震などの自然災害から町民の生命や暮らしを守るため、多様な情報伝
達方法の検討、避難所運営のための職員向けマニュアル整備や備蓄品の確保に努めるほ
か、災害時における民間企業との連携強化を図ります。

１　��地域の防犯意識を高め、安心安全な地域づくり
を推進します。

２　��地域防災力の強化により災害に強いまちづくり
を推進します。

３　�地域ぐるみで交通安全に取り組むまちづくりを
推進します。

2-5　防犯・防災・交通安全
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３ 交通安全対策の推進　 プラチナ  子育て

●　�通行車両の増加などに対応した安全対策を図るとともに、交通安全施設の計画的な設置・
修繕に努めます。

●　�広報などにより交通ルールやマナーを周知するほか、関係機関と連携した取組により交通
事故の防止を図ります。

●　�通学路合同点検の実施により、児童生徒の登下校時の安全確保に努めます。
●　�地域公共交通の確保に努め、運転に不安を感じる方の運転免許証の自主返納を支援します。

みんなで取り組みましょう

●　�防犯パトロールや通学時の見守り活動などに参加し、地域の連帯意識を高めましょう。
●　�消費者トラブルは、ひとりで悩まずに相談しましょう。
●　消防団活動を理解し、支援しましょう。
●　�自主防災組織活動に参加し、日頃から防災意識を高めましょう。
●　�交通ルールを正しく理解し、交通事故防止に取り組みましょう。

関連する個別計画

●　�基山町国民保護計画
●　�基山町地域防災計画
●　�基山町国土強靭化地域計画
●　�基山町通学路交通安全プログラム
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施策での取組

１ コミュニティ活動の推進

●　�町民主役のまちづくりを推進します。
●　�地域における町民相互の交流や連帯感を強めるために地域活動団体を支援し、町民が地域
で主体的に活動できる環境づくりや情報提供を行います。

●　�公民館を拠点とした地域コミュニティ活動を推進します。
●　�企業や事業者との協働の取組を推進します。

２ 多世代共創の推進

●　�町のイベントを通じて、地域内・世代間などの幅広い交流を促進します。
●　�社会福祉協議会などと連携し、多世代交流事業を開催します。
●　�世代ごとに異なる多様な視点を生かすために、若者の地域活動への参画を促進します。
●　�自治会やボランティア団体などの担い手不足を解消する取組を推進します。

１　��町民・議会・行政がお互いに協力しながら町民主
役のまちづくりを推進します。

２　��幅広い交流や若い世代の参画を促し、多世代共創
の地域づくりを推進します。

2-6　協働
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みんなで取り組みましょう

●　�町のイベントに参加しましょう。
●　�コミュニティ活動やボランティア活動に参加し、連携の輪を広げましょう。
●　�イベント参加時は、近所の方や仲間に声をかけて一緒に参加しましょう。

関連する個別計画

●　�基山町協働化推進計画

2-6　協働 51




